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  令和8年5月18日

                      分任契約担当官

                      陸上自衛隊関東補給処用賀支処

                                会計課長  今西　耕平

以下のとおり見積を依頼します。

6PRX1GE00170 6PSH1A70004 EYB-Z100190

ST1.00

関東処　用賀支

令和8年7月31日（金）関東処　用賀支

関東処　用賀支

0001

1
数 量

２　契約条項を示す場所

　　陸上自衛隊　会計課事務室（ホームページ　https://www.mod.go.jp/gsdf/eae/eadep/tyokai/yooga/keiyaku_top.html）

３　説明会及び提出の日時場所

　　説明会日時場所：実施しない

　　提出日時場所　：令和8年6月2日（火）10時00分　会計課事務室

４　決定方式及び契約方式

　　決定方式：総品目総額　契約方式：随意契約

５　注意事項

・　令和８年６月２日（火）１０時００分までに見積書の提出をお願いします。

　提出の方法は下記のメールアドレスへ見積書等のデータを送信すること。

　この際、電話で一報を入れるようお願いします。（※FAXも可とする）

・　参加する者に必要な事項

　　契約担当官から又は防衛省としての指名停止等の措置を受けている者でないこと。

・　見積りの方法

　　見積書には、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった　契約金額から消費税法で規

定す　る消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額　を記載してください。

・　見積書の無効

　ア　注意事項に示した参加する者に必要な資格のない者が提出した見積書

　イ　見積金額が明瞭でない見積書及び見積りした者が誰であるか識別しがたい見積

・　本方式は随意契約を前提として見積依頼（オープンカウンター方式）であり、有効な見積書　をもって申し込みをした者

の　うち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって　申し込みをした者を契約の相手方とします。

・　見積書の提出をもって「駐屯地標準契約書（物品売買契約条項又は役務請負契約条項）」、　「談合等の不正行為に関す

る　特約条項」および「暴力団排除に関する特約条項」の内容につ　いて誓約したものと見なします。

　この際、下記のメールアドレスへデータを送信し、電話で一報を入れるようお願いします。

・　契約手続きに関する問い合わせ先

　　〒１５８－００９８　東京都世田谷区上用賀１－２０－１　

　　陸上自衛隊関東補給処用賀支処　総務部会計課契約班　

　　担当：根本　ＴＥＬ：０３－３４２９－５２４１（内線　３７３）

　　　　　　　　ＦＡＸ：０３－３４２９－５２４５　　　

　　　　　　  ＭＡＩＬ：youga-eadep@inet.gsdf.mod.go.jp　　

　※仕様については　給食班　皆藤（内線３３１）までお問い合せください。
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単位 数量 備　考

ST 1

令和　8　年　６　月　２　日

　陸上自衛隊関東補給処用賀支処
　会 計 課 長　　今　西　　耕　平　　  殿

住　　　所

会  社  名

代表者名
担　当　者
連　絡　先

　上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ見積いたしま
す。

　また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約
事項について誓約いたします。

　契約締結後に契約の全部又は一部を解除した場合は、見積金額に消費税相当額を加えた契約金額（一部解除す
る場合は、解除部分に相当する代金）の１０％を違約金として契約担当官に支払うことを承諾いたします。

　分任契約担当官

 納 　入 　場 　所 関東処　用賀支　給食班 納　期 令和8年7月31日

 入札（契約）保証金 免　除  入札（見積）書有効期間

以下余白

   金額 ￥

 品　　　　名 規　　格 単価  金　　　額

電解水生成装置の整備 仕様書のとおり

入　　　　札　　　　書
見　　　　積　　　　書

調達要求番号 6PSH1A70004 契約実施計画番号 6PRX1GE00170
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調達要領指定書 

調 達 要 求 番 号 6PSH1A70004 

調 達 要 求 年 月 日 令和８年 ５月１２日 

作  成  部  課 関東補給処用賀支処総務部管理課 

作 成 年 月 日 令和８年 ５月１２日 

品       名 電解水生成装置の整備 

仕 様 書 番 号 EYB-Z100190 

3.2 整備対象機材 

整備対象器材は表１のとおりとする。 

表－1 整備対象器材 

 

  

 

 

3.5 整備作業 

 電解槽を交換し、本来の機能を回復させる。 

 

 

3.7 整備実施場所 

 整備実施場所は業者指定場所とする。 

数 量 品 名 

１ 微酸性電解水生成装置『ピュアスターミュークリーンⅡ』 
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調達要求番号：6PSH1A70004 

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書                          

物 品 番 号  仕 様 書 番 号              

厨房用器材整備作業 

EYB-Z100190 

防衛大臣承認     年  月  日 

作   成       令和３年  ２月 ５日 

変   更           年  月  日 

作成部隊等名 関 東 補 給 処用 賀 支処 
 

1 総則 

1.1 適用範囲 

 この仕様書は，陸上自衛隊関東補給処用賀支処における“厨房器材”の外注整備作業について規

定する。 

1.2 用語及び定義 

 この仕様書で用いる用語の定義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の1.2による。 

1.3 引用文書 

 この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，当該仕様書の一部をな

すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版（追補を含む。）とする。 

a) 仕様書 

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書 

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２ 陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書 

 

2 一般的事項 

 この仕様書に規定していない事項は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の2.1による。 

 

3 整備に関する要求 

3.1 一般的要求事項 

 一般的要求事項は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の 2.1 による。 

3.2 整備対象器材 

 整備対象器材は,調達要求書による。ただし調達要求書で示すことができない場合は，調達要領指定

書によって指定する。 

3.3 整備の種類 

整備の種類は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の2.2b)に示す“修理”とする。 

3.4 整備の作業方式 

 整備の作業方式は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の2.3e)に示す“整備作業方式”とする。 

3.5 整備作業 

整備作業は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，表1とする。 
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表1－作業内容 

区分 
工程 

番号 
工程名 作業内容 注  記 

整 

備 

作 

業 

1 入場点検 入場品の外観の状態を点検する。 ― 

2 分解 
修理可能な範囲の構成単位に分解す

る。 

― 

3 修理  部品交換を併せて修理を実施する。 ― 

4 部品組立 
工程2で分解した部品及び交換部品

による組み立てを行う。 

組立に伴う調整，

給油脂を含む。 

5 機能・性能試験 
機能・性能試験は，ＧＬＴ－ＣＧ－

Ｚ５００００２の3.1による。 
― 

6 報告 
整備作業終了後，整備結果報告書を

作成・提出する。 

― 

3.6 修理基準 

 修理基準は，取扱説明書及び製造会社社内規格による。 

3.7 整備実施場所 

整備実施場所は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，用賀駐屯地厨房とする。 

3.8 部品・副資材 

部品・副資材は，官給しないものとし，契約相手側が準備するものとする。 

3.9 部品の返納 

交換済部品は，返納しない。 

3.10 塗装・防せい処置 

 塗装・防せい処置は，実施しない。 

3.11 外観 

 外観は，有害な傷，割れ，まくれ，塗装のむら，その他の欠陥があってはならない。 

3.12 機能・性能 

 機能・性能は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の2.12.2による。 

3.13 整備品の表示 

 整備品の表示は，実施しない。 

3.14 整備作業間の作業中止事項 

 整備作業間の作業中止事項は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の2.14による。 

 

4 品質保証 

4.1 試験 

 試験は，修理基準によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の3.1による。 

4.2 監督・検査 

 監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。 
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5 その他の指示 

5.1 提出書類 

 提出書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，表3とする。 

 

表 3－提出書類 

番号 書 類 名 部数 提 出 先 提出時期・様式等 

1 整備結果報告書 3 契約担当官等 
整備作業終了後 

様式は任意とする。 

注 規定の部数を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

5.2 整備実施場所等への立入等 

 整備実施場所等への立入等は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の6.2とする。 

5.3 官側の支援 

 官側の支援は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の7.3とする。 

5.4 支援の要請 

 支援の要請は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の7.4とする。 

5.5 仕様書に関する疑義 

 契約の相手方は，この仕様書に疑義が生じた場合は，契約担当官等と協議するものとする。 

 

. 


